
会津美里町公共物等有料広告掲載取扱要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、町の財源確保及び地元企業等の活性化を図るため、町の公共物等に

掲載する有料広告の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （広告掲載の対象） 

第２条 広告の掲載ができる公共物等(以下「公共物等」という。)とは、次のとおりとす

る。 

(１)町が発行する刊行物、印刷物及びそれに類するもの 

(２)町のホームページ 

(３)その他町長が広告掲載を認めるもの 

 （掲載できる広告の基準） 

第３条 掲載できる広告は、社会的な信用性及び信頼性が持てるもので、次の各号のいず

れにも該当しないものとする。 

(１)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

(２)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

(３)政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に関するもの 

(４)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２

条に掲げる営業に該当するもの 

(５)商品先物取引及び貸金業に類するもの 

(６)消費者保護の観点からふさわしくないもの 

(７)公共物等の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの 

(８)前各号に定めるもののほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認める

もの 

 （広告の掲載順位） 

第４条 同一の公共物等について広告掲載希望が複数ある場合の広告の掲載順位は、次の

とおりとする。ただし、同一順位内における優先順位は、第８条に規定する広告掲載申

込みの受付順とする。 

(１)公共的団体及びそれに類する者の広告 

(２)私企業のうち公共的性格のある企業で、町内に事業所等を有する者の広告 

(３)前２号に掲げる者以外の私企業及び自営業で、町内に事業所等を有する者の広告 

 (４)その他掲載する広告として適当であると町長が認める者の広告 

 （広告の規格等） 

第５条 広告の規格、掲載期間、掲載位置、掲載枠数等は、公共物等の使用目的を妨げな

い範囲内で、公共物等ごとに別に定める。 

 （広告掲載料） 

第６条 広告掲載料は、公共物等の種類、掲載位置、掲載期間、広告の規格、広告の効果

等を勘案して、公共物等ごとに別に定める。 

 （広告掲載希望者の募集方法） 



第７条 広告の募集は、広報あいづみさと、町ホームページ等により行うものとする。 

 （広告掲載の申込み） 

第８条 広告掲載の申込みをしようとする者（以下「申込者」という。）は、会津美里町公

共物有料広告掲載申込書（様式第１号。以下「申込書」という。）により、掲載しようと

する広告の原稿、又は広告内容がわかるものを添えて、町長に申込みをするものとする。 

２ 前項による申込みの際は、町長は必要に応じて申込者の業務内容等がわかるものの提

示を求めることができる。 

 （広告掲載の決定） 

第９条 町長は、前条に規定する広告掲載の申込書を受理したときは、内容の審査を行い、

掲載の可否を決定するものとする。 

２ 前項の規定に基づき、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に会津美

里町広告掲載決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

 （広告審査委員会） 

第 10 条 広告掲載の可否を決定するにあたり、必要な審査を行うため、会津美里町広告審

査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

２ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は、副町長をもって充てる。ただし、委員長に事故あるとき又は欠けたときは

総務課長をもって充てる。 

４ 委員は、総務課長、総合政策課長、税務課長、農林課長及び商工観光課長を充てる。 

５ 委員会の庶務は、総務課財政係において処理するものとする。 

 （広告掲載料の納付） 

第 11 条 広告掲載が決定した申込者（以下「広告主」という。）は、別に指定する期日ま

でに広告掲載料を納付しなければならない。 

 （広告掲載に係る経費の負担） 

第 12 条 版下原稿及び広告の作成等の経費は、原則として広告主の負担とする。 

 （広告掲載の取消し） 

第 13 条 町長は、広告の掲載が決定した後に、次の各号に該当することが判明した場合は、

広告の掲載を取り消すことができる。 

(１)広告主が、指定する期日までに版下原稿等を提出しなかった場合 

(２)広告掲載料を納入しなかった場合 

(３)広告主又は広告内容が不適当と判明した場合 

２ 前項の規定により広告の掲載を取り消す場合は、広告掲載取消通知書（様式第３号）

により通知するものとする。 

 （広告掲載料の還付） 

第 14 条 広告掲載が決定した後又は広告掲載期間内に、広告主の責めに帰さない理由によ

り、広告の掲載が中止になったときは、広告掲載料の一部又は全額を還付する。 

（広告主の責任） 

第 15 条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。 



２ 掲載する広告について法的手続きが必要な場合は、広告主が行う。 

３ 第 13 条の規定により広告掲載を取り消した場合又は広告主の意思で広告掲載を中断し

た場合は、それによって生ずる一切の費用を広告主が負担する。 

 （その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 20 年 11 月 1 日から施行する。 



様式第１号（第８条関係） 
 

会津美里町公共物有料広告掲載申込書 
 

年  月  日 
 会津美里町長 あて 
                   （申込者） 
                    事業所名 
 
                    住所（事業所所在地） 
 
                    電話番号 
                    ＦＡＸ番号 
                    Ｅ－mail 
                    担当者氏名 
 
  会津美里町公共物等有料広告掲載取扱要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり申し

込みします。 
 
 

記 
 

 対象となる公共物    
 
 

 掲載希望期間  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 
 
         平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 
 
 リンク先のＵＲＬ 
        （                              ） 
 



様式第２号（第９条関係） 
 

年  月  日 
 
             様 
 
                             会津美里町長 印 
 

会津美里町広告掲載決定通知書 
 広告の掲載について、次のとおり決定しましたので、下記のとおり通知します。 

記 
 １．対象となる公共物 
 ２．決定区分 □掲載します  

□掲載しません（理由                      ） 
 ３．掲載期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日 
 ４．掲載料          円 
 
 



様式第３号（第７条関係） 
 

年  月  日 
 
            様 
 

広告掲載取消通知書 
 
 会津美里町公共物等有料広告掲載取扱要綱第１２号の規定に基づき、下記のとおり、広

告掲載を取り消しましたので通知します。 
記 

 取消しの理由  
 
 


